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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄筋材料の長手方向の一部を加熱部分として加熱する加熱手段と、前記加熱手段を通過
させるように複数の前記鉄筋材料を搬送する搬送手段と、前記加熱手段で加熱された前記
加熱部分を冷却する冷却手段と、を備え、
　前記搬送手段による搬送方向は、前記鉄筋材料の長手方向と直交する方向であり、
　前記加熱手段は、前記鉄筋材料を挟んで配置される一対の加熱炉を有している
ことを特徴とする鉄筋材料の部分加熱装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の鉄筋材料の部分加熱装置において、
　前記鉄筋材料の前記加熱部分から外れた隣接部分への当該加熱部分からの熱伝導を制御
する熱伝導制御手段を備えていることを特徴とする鉄筋材料の部分加熱装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の鉄筋材料の部分加熱装置において、
　前記熱伝導制御手段は、前記隣接部分を冷却媒体で冷却するように構成されているか、
または前記加熱部分よりも低い温度に前記隣接部分を加熱するように構成されている
　ことを特徴とする鉄筋材料の部分加熱装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の鉄筋材料の部分加熱装置において、
　前記加熱手段は、前記鉄筋材料の長手方向の中央側に対応して設けられ、前記搬送手段
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は、前記鉄筋材料の長手方向の両端側を保持する保持部を有している
　ことを特徴とする鉄筋材料の部分加熱装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の鉄筋材料の部分加熱装置において、
　前記加熱手段は、前記鉄筋材料の長手方向の両端側に対応して設けられ、前記搬送手段
は、前記鉄筋材料の長手方向の中央側を保持する保持部を有している
　ことを特徴とする鉄筋材料の部分加熱装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄筋材料の部分加熱装置に関する。　
【背景技術】
【０００２】
　従来、柱用の主筋と、柱用の主筋と接合される梁用の主筋とを備えた鉄筋構造が知られ
ている。
　このような鉄筋構造の梁用の主筋として、所定強度を有する普通強度部分と、所定強度
よりも高い強度の高強度部分とを備えた鉄筋を用いることが知られている（例えば、特許
文献１参照）。このような鉄筋では、普通強度部分が長手方向の両側に形成され、高強度
部分が長手方向の中央に形成され、他の同様な鉄筋と接合して主筋を構成する場合には、
端部の普通強度部分どうしが溶接等によって接合される。そして、梁用に構成された主筋
は、高強度部分が柱用の主筋との接合部分に位置するように配筋される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実用新案登録第３１４７６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載のように、一本の鉄筋で強度の異なる部分を有している場合、そのよ
うな鉄筋は、全体が普通強度とされた鉄筋材料の一部、すなわち高強度を付与したい部分
に熱処理を施すことで製造される。一般に鉄筋材料を焼き入れするには、加熱コイルに鉄
筋材料を挿入することが行われる。
　しかしながら、普通強度部分と高強度部分との強度差を大きくしようとすると、熱処理
の条件によっては、熱処理が普通強度部分に与える影響が大きくなってしまい、普通強度
部分と高強度部分との間の強度移行部分が長く形成されてしまうなど、普通強度部分の長
さを十分に確保できないという課題がある。
【０００５】
　本発明の目的は、強度移行部分の長さを短くすることで普通強度部分と高強度部分とを
確実に設けることができる鉄筋材料の部分加熱装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の鉄筋材料の部分加熱装置は、鉄筋材料の長手方向の一部を加熱部分として加熱
する加熱手段と、前記加熱手段を通過させるように複数の前記鉄筋材料を搬送する搬送手
段と、前記加熱手段で加熱された前記加熱部分を冷却する冷却手段と、を備え、前記搬送
手段による搬送方向は、前記鉄筋材料の長手方向と直交する方向であり、前記加熱手段は
、前記鉄筋材料を挟んで配置される一対の加熱炉を有していることを特徴とする。
　この構成の本発明によれば、加熱手段での加熱を伴う熱処理により、加熱部分が高強度
部分として形成され、隣接部分を含むその他の大部分が普通強度部分として形成されるた
め、熱処理時の熱影響を普通強度部分まで及び難くでき、高強度部分と普通強度部分との
間に形成される強度移行部分の長さを短くできて前記目的を達成できる。また、このこと
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により、高強度部分と普通強度部分との互いの境界を明確化でき、使い勝手が良好な鉄筋
を製造することが可能である。さらに、加熱部分を冷却手段で冷却することで、加熱部分
に焼き入れ等の熱処理を施すことができ、より高い強度の高強度部分を確実に形成できる
。
　しかも、搬送手段によって複数の鉄筋材料が連続的または間欠的に加熱手段に搬送され
るので、一本の中で強度の異なる高強度部分と普通強度部分とを有した鉄筋を効率的に量
産できる。その上、加熱部分を冷却手段で冷却することで、加熱部分に焼き入れ等の熱処
理を施すことができ、より高い強度の高強度部分を確実に形成できる。さらに、搬送方向
と鉄筋材料の長手方向とが直交しているから、短い搬送距離を搬送する中で多くの鉄筋を
製造でき、装置の小型化と鉄筋の量産との両方を実現可能である。
【０００７】
　本発明において、前記鉄筋材料の前記加熱部分から外れた隣接部分への当該加熱部分か
らの熱伝導を制御する熱伝導制御手段を備えていることが好ましい。
　この構成の本発明では、加熱部分から隣接部分への熱伝導が熱伝導制御手段によって制
御されるので、加熱手段で加熱された鉄筋材料においては、高強度部分と普通強度部分と
の互いの境界を一層明確にできる。
【０００８】
　本発明において、前記熱伝導制御手段は、前記隣接部分を冷却媒体で冷却するように構
成されているか、または前記加熱部分よりも低い温度に前記隣接部分を加熱するように構
成されていることが好ましい。
　ここで、「加熱部分よりも低い温度」とは具体的には、焼き入れされない温度のことを
いう。
　この構成の本発明では、隣接部分を低温に冷却したり、加熱部分よりも低い温度に加熱
したりするので、加熱部分から隣接部分への熱伝導を効果的に抑制するように制御できる
。
【００１０】
　本発明において、前記加熱手段は、前記鉄筋材料の長手方向の中央側に対応して設けら
れ、前記搬送手段は、前記鉄筋材料の長手方向の両端側を保持する保持部を有していても
よい。
　この構成の本発明では、長手方向の中央側に高強度部分が形成され、両端側に普通強度
部分が形成された鉄筋を製造できるとともに、保持部が加熱手段で加熱されることがなく
、搬送手段を良好な状態に維持できる。
【００１１】
　本発明において、前記加熱手段は、前記鉄筋材料の長手方向の両端側に対応して設けら
れ、前記搬送手段は、前記鉄筋材料の長手方向の中央側を保持する保持部を有していても
よい。
　この構成の本発明では、長手方向の中央側に普通度部分が形成され、両端側に高強度部
分が形成された鉄筋を製造できるとともに、やはり保持部が加熱手段で加熱されることが
なく、搬送手段を良好な状態に維持できる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、強度移行部分の長さを短くすることで普通強度部分と高強度部分とを
確実に設けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係る部分加熱装置を示す正面図。
【図２】前記部分加熱装置を示す平面図。
【図３】前記部分加熱装置での加熱により製造された鉄筋を示す全体図。
【図４】本発明の第２実施形態に係る部分加熱装置を示す平面図。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
＜第１実施形態＞
［部分加熱装置の概略全体説明］
　以下、本発明の第１実施形態に係る部分加熱装置１を図面に基づいて説明する。
　図１ないし図３において、部分加熱装置１は、所定の長さ寸法、断面寸法、強度の鋼棒
からなる鉄筋材料２の一部を加熱することにより、一本の中で強度の異なる部分を有した
鉄筋３を製造する装置である。具体的に、本実施形態での鉄筋３は、長手方向の中央側に
高強度部分３Ａを有し、両端側に普通強度部分３Ｂ，３Ｂを有している（図３参照）。
【００１６】
　図１、図２に示すように、部分加熱装置１は、鉄筋材料２の長手方向の一部である中央
側を加熱部分として加熱する加熱手段１０と、鉄筋材料２の加熱部分から外れた隣接部分
への当該加熱部分からの熱伝導を制御する熱伝導制御手段２０と、加熱手段１０で加熱さ
れた加熱部分を冷却する冷却手段３０と、各手段１０，２０，３０を通過させるように複
数の鉄筋材料２を連続的または間欠的に搬送する搬送手段４０とを備え、各手段１０，２
０，３０，４０をトンネル状のフレーム１Ａで覆った構成である。
【００１７】
［加熱手段の説明］
　加熱手段１０は、鉄筋材料２の長手方向の中央側に対応して設けられ、搬送手段４０に
よって搬送される複数の鉄筋材料２の中央側の加熱部分を所定時間同時に加熱する構成で
ある。このような加熱手段１０としては、鉄筋材料２の上方および下方にそれぞれ配置さ
れた抵抗加熱炉、赤外線加熱炉や誘導加熱炉等の一対の加熱炉１１を備えている。上方の
加熱炉１１がフレーム１Ａの天井面に固定され、下方の加熱炉１１が床面に設置されてい
る。
【００１８】
　加熱手段１０による加熱部分の加熱温度は、加熱炉１１の炉の温度として約１０００℃
であり、加熱される加熱部分の温度としては、７００℃以上、望ましくは約９００℃であ
る。
【００１９】
　なお、加熱炉１１として誘導加熱炉を採用する場合、鉄筋材料２の長手方向に対して当
該鉄筋材料２の搬送方向（図１，図２での図中左から右へ向かう方向）が直交しているこ
とにより、搬送される鉄筋材料２を加熱コイル内に通すことが困難であることから、加熱
コイルと鉄筋材料２とが上下に近接対向する構造の誘導加熱炉が用いられる。
【００２０】
［熱伝導制御手段の説明］
　熱伝導制御手段２０は、加熱手段１０における鉄筋材料２の長手方向に沿った両側に配
置されており、冷却媒体を鉄筋材料２の加熱部分に隣接した隣接部分に直接あてて当該隣
接部分を冷却し、加熱された加熱部分からの熱が隣接部分を含む鉄筋材料２の両側に伝導
するのを抑制するように制御する。これらの熱伝導制御手段２０としては、鉄筋材料２の
上方に配置され、隣接部分に冷却媒体を供給する冷却媒体供給部２１と、鉄筋材料２の下
方に配置され、供給された冷却媒体を回収等する冷却媒体受け２２とを備えている。冷却
媒体供給部２１がフレーム１Ａの天井面に固定され、下方の冷却媒体受け２２が床面に設
置されている。
【００２１】
冷却媒体としては、水や油などの冷却液、空気や不活性ガスなどの冷却気体等である。熱
伝導制御手段２０には、それらの冷却媒体を温度調整しながら循環させる図示しない循環
装置が接続されている。
【００２２】
　熱伝導制御手段２０による隣接部分の冷却温度は、隣接部分の温度として、鉄筋材料２
の組成に変化が生じない温度、すなわち焼き入れされない温度であり、望ましくは５００
℃以下である。
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【００２３】
［冷却手段の説明］
　冷却手段３０は、加熱された加熱部分を冷却して焼き入れ等の熱処理を行う手段であり
、高温となった加熱部分を冷却可能なように加熱手段１０の下流側に近接して配置されて
いる。このような冷却手段３０も、熱伝導制御手段２０と同様、鉄筋材料２の上方に配置
され、冷却水等の冷却媒体を加熱部分に直接供給する冷却媒体供給部３１と、下方に配置
され、冷却媒体を回収等する冷却媒体受け３２とを備えている。また同様に、冷却媒体供
給部３１がフレーム１Ａの天井面に固定され、下方の冷却媒体受け３２が床面に設置され
ている。
【００２４】
　加熱部分が冷却手段３０で冷却され、熱処理されることで得られる鉄筋３では、図３に
示すように、加熱部分が高強度部分３Ａとして形成され、加熱部分の両側の隣接部分を含
む他の大部分が普通強度部分３Ｂとして形成され、高強度部分３Ａと普通強度部分３Ｂと
の間の僅かな領域が強度的な移行部分である強度移行部分３Ｃとして形成される。つまり
、本実施形態の部分加熱装置１は、加熱手段１０と冷却手段３０とを備えることで、部分
熱処理装置として機能する。
【００２５】
　高強度部分３Ａの強度は、６８５ＭＰａ以上である。普通強度部分３Ｂの強度は、鉄筋
材料２が有している所定の強度で、４９０ＭＰａ以下である。そして、強度移行部分３Ｃ
は、４９０ＭＰａから６８５ＭＰａへ移行する強度勾配を有しており、その長さは鉄筋３
の直径程度である。また、ＪＩＳ規格によれば、普通強度部分３Ｂの降伏点または０．２
％耐力は、ＪＩＳ３１１２で規定されている通であり、高強度部分３Ａの降伏点または０
．２％耐力は、普通強度部分３Ｂのそれよりも大きい。
【００２６】
［搬送手段の説明］
　搬送手段４０は、鉄筋材料２の供給方向に沿って延設された２条のコンベア式の移送装
置４１，４１を備えている。各移送装置４１は、例えば、鉄筋材料２の両側に対応した位
置に互いに離間し、かつ互いに平行に配置され、図示しない電動モータ等の駆動源により
互いに同期して駆動される駆動側スプロケット４２Ａ、アイドラーとしての従動側スプロ
ケット４２Ｂ、各スプロケット４２Ａ，４２Ｂに掛け回された無端状のコンベアチェーン
４３、コンベアチェーン４３に取り付けられ、鉄筋材料２の端部を保持する複数の保持部
４４を有している。
【００２７】
　また、搬送手段４０において、一対の移送装置４１の間には、これら移送装置４１と平
行な２条の支持レール４５，４５が設けられ、鉄筋材料２を支持レール４５で下方から支
持することにより、鉄筋材料２が撓むのを防止している。支持レール４５は、各手段１０
，２０，３０とは平面視において重ならない位置に配置されている。　
【００２８】
［部分加熱装置の動作説明］
　以上に説明した部分加熱装置１の動作について、以下に説明する。
　先ず、部分加熱装置１の上流側（鉄筋材料２の供給方向の上流側）において、図示しな
い搬入装置により、鉄筋材料２を一旦停止状態にある搬送手段４０の移送装置４１上に搬
入する。搬入が完了すると、移送装置４１が所定時間作動し、搬入された鉄筋材料２を搬
送方向へ搬送すると同時に、搬入装置による次の鉄筋材料２の搬入を可能にする。ただし
、このような動作を所定時間毎に間欠的にではなく、連続的に行うようにしてもよい。
【００２９】
　以上の動作が繰り返されることで、複数の鉄筋材料２が加熱手段１０および熱伝導制御
手段２０の通過位置に達すると、当該熱伝導制御手段２０が隣接部分を冷却しながら、加
熱手段１０が鉄筋材料２の加熱部分を加熱する。加熱された鉄筋材料２が冷却手段３０に
達すると、冷却手段３０が加熱部分を急冷し、焼き入れ等の熱処理を完了させる。これに
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より、高強度部分３Ａおよび普通強度部分３Ｂを有した鉄筋３を得る。得られた鉄筋３は
、搬送手段４０の最下流まで十分に自然冷却されながら送られた後、ここから図示しない
搬出装置にて所定位置に搬出される。
【００３０】
［第１実施形態の効果］
　以上の本実施形態によれば、以下の効果がある。
（１）すなわち、部分加熱装置１では、加熱手段１０での加熱を伴う熱処理により、加熱
部分を高強度部分３Ａとして形成され、隣接部分を含むその他の大部分を普通強度部分３
Ｂとして形成されるため、熱処理時の熱影響を普通強度部分３Ｂまで及び難くでき、高強
度部分３Ａと普通強度部分３Ｂとの間に形成される強度移行部分３Ｃの長さを短くできる
。また、このことにより、高強度部分３Ａと普通強度部分３Ｂとの互いの境界を明確にで
き、使い勝手が良好な鉄筋３を製造することができる。
【００３１】
（２）そして、加熱手段１０で加熱された鉄筋材料２においては、加熱部分から隣接部分
への熱伝導が熱伝導制御手段２０によって制御されるから、高強度部分３Ａと普通強度部
分３Ｂとの互いの境界を一層明確にできる。
　この際、熱伝導制御手段２０は、隣接部分を冷却媒体で冷却するように構成されている
ので、隣接部分を低温に確実に冷却でき、加熱部分からの熱伝導を効果的に抑制するよう
に制御できる。
【００３２】
（３）搬送手段４０によって複数の鉄筋材料２が連続的または間欠的に各手段１０，２０
，３０に搬送されるので、一本の中で強度の異なる高強度部分３Ａと普通強度部分３Ｂと
を有した鉄筋３を効率的に量産できる。さらに、搬送方向と鉄筋材料２の長手方向とが直
交しているから、短い搬送距離を搬送する中で多くの鉄筋３を製造でき、装置１の小型化
と鉄筋３の量産との両方を実現できる。
【００３３】
（４）加熱手段１０が鉄筋材料２の長手方向の中央側に対応して設けられ、搬送手段４０
が鉄筋材料２の両端側を保持する保持部４４を有しているため、長手方向の中央側に高強
度部分３Ａが形成され、両端側に普通強度部分３Ｂが形成された鉄筋３を製造できるとと
もに、両端側の保持部４４は中央側の加熱手段１０で加熱されることがなく、搬送手段４
０を良好な状態に維持でき、メンテナンス等に要する手間やコストを削減できる。
【００３４】
（５）加熱手段１０で加熱された加熱部分を冷却する冷却手段３０を備えているから、加
熱部分を冷却手段３０で冷却することで、加熱部分に焼き入れ等の熱処理を施すことがで
き、より高い強度の高強度部分を確実に形成できる。
【００３５】
＜第２実施形態＞
　図４には、本発明の第２実施形態に係る部分加熱装置１の平面図が示されている。図４
では、前述した第１実施形態と同一の手段や装置等に関しては同一の符号を用いることと
し、ここでのそれら同一の手段や装置等の説明を省略または簡略化する。
【００３６】
　図４において、本実施形態の部分加熱装置１では、加熱手段１０および冷却手段３０が
それぞれ、鉄筋材料２の両端側に対応して配置され、両端側の加熱部を加熱、冷却し、熱
処理できるように構成されている。従って、熱伝導制御手段２０は、両端側の加熱部分か
らの熱伝導を制御するために、一対の加熱手段１０の間、すなわち鉄筋材料２の中央側に
対応した位置で、当該加熱手段１０に隣接して配置されている。これに対して、一対の移
送装置４１は、一対の加熱手段１０の間に配置され、鉄筋材料２の中央側に対応した位置
を保持する保持部４４を有している。このことで移送装置４１は、両端側の加熱手段１０
と平面視にて重ならない位置に配置されている。
【００３７】
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　本実施形態によれば、第１実施形態とは構成が異なるが、第１実施形態の（１）ないし
（３）、（５）と同様な効果を奏するうえ、（４）の効果に代えて、以下の（６）の効果
がある。
（６）すなわち、加熱手段１０が鉄筋材料２の長手方向の両端側に対応して設けられ、搬
送手段４０が鉄筋材料２の中央側を保持する保持部４４を有しているため、長手方向の両
端側に高強度部分が形成され、中央側に普通強度部分が形成された鉄筋３を製造できると
ともに、中央側の保持部４４は両端側の加熱手段１０で加熱されることがなく、搬送手段
４０を良好な状態に維持でき、メンテナンス等に要する手間やコストを削減できる。
【００３８】
　なお、本発明は前述の各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成でき
る範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
【００３９】
　前記実施形態では、熱伝導制御手段２０が隣接部分に冷却媒体を直接供給する構成であ
ったが、これに限定されず、例えば、鉄筋材料２よりも熱伝導性に優れた材料にて把持部
材を構成し、当該鉄筋材料２の隣接部分を当該把持部材で把持することで、加熱部からの
熱を把持部材を通して逃がし、隣接部分を含む他の部分に伝導するのを制御してもよい。
【００４０】
　前記実施形態の熱伝導制御手段２０によれば、加熱手段１０で加熱された加熱部分から
隣接部分側への熱伝導や隣接部分側での放熱は免れず、加熱部分の温度も下がり易い状況
にあるが、そのような熱伝導制御手段２０に代えて、隣接部分を加熱部分よりも低い温度
、具体的には焼き入れ温度よりも低い温度に加熱する加熱炉等で構成された熱伝導制御手
段を用いてもよい。このような熱伝導制御手段によれば、隣接部分も所定温度に加熱され
るので、加熱部分と隣接部分での温度勾配が小さくなり、加熱部分から隣接部分側への熱
伝導を制御できて、高強度部分３Ａと普通強度部分３Ｂとの互いの境界を明確にできるう
え、加熱部分の温度が下がり難くなり、加熱部分を迅速に加熱できる。
【００４１】
　前記実施形態では、鉄筋材料２の長手方向と搬送方向とが直交していたが、互いに平行
であってもよい。このような場合には、加熱コイル内を通過するように鉄筋材料を搬送で
き、加熱手段として、誘導加熱炉を好適に用いることができる。また、このような場合で
も、複数の誘導加熱炉を搬送方向と直交する方向に並設することで、複数の鉄筋材料を同
時に搬送し、加熱できるようにすることが望ましく、こうすることで強度の異なる部分を
有した鉄筋を効率的に量産することができる。
【００４２】
　前記実施形態では、鉄筋材料２として直線状のものを例示したが、高強度部分となる加
熱部分に対応する位置で予め折り曲げられた鉄筋材料を用いてもよい。つまり、第１実施
形態の場合では、長手方向の中央側で折り曲げられた鉄筋材料を用い、第２実施形態の場
合では、長手方向の両端側で所定長さの余長を有した状態に折り曲げられた鉄筋材料を用
いてもよい。この際、折曲角度としては、９０°、１３５°、１８０°で、鉄筋材料の直
径の数倍の曲げＲ（アール）を有することが一般的である。
【００４３】
　その他、部分加熱装置の加熱手段や熱伝導制御手段等の具体的な構成や配置位置等は、
前記実施異形態に限定されず、その実施にあたって任意に決められてよい。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、鉄筋材料の一部を加熱したり、加熱、冷却することで熱処理を施したりする
部分加熱装置に利用できる。
【符号の説明】
【００４５】
　１…部分加熱装置、２…鉄筋材料、３…鉄筋、３Ａ…高強度部分、３Ｂ…普通強度部分
、１０…加熱手段、２０…熱伝導制御手段、３０…冷却手段、４０…搬送手段、４４…保
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